
宮城県立病院機構ストレスチェック業務委託（単価契約）仕様書 

 

１ 件名 

宮城県立病院機構ストレスチェック業務委託 

 

２ 履行期間 

契約締結日から平成３０年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

①本部事務局（名取市愛島塩手字野田山４７－１） 

②宮城県立循環器・呼吸器病センター（栗原市瀬峰根岸５５－２） 

③宮城県立精神医療センター（名取市手倉田字山無番地） 

④宮城県立がんセンター（名取市愛島塩手字野田山４７－１） 

 

４ 業務の概要 

労働安全衛生法に基づくストレスチェックについて，職業性ストレス簡易調査票 

（５７項目調査票，紙の帳票とする。）を利用し，機構職員の調査・分析を実施する。 

委託内容として，①調査票，実施案内の作成，納品②調査の実施，回収③回答に対

する分析，評価，結果通知④高ストレス者及び面接指導対象者の抽出⑤面接指導受診

勧奨⑥集団分析デ―タの作成，納品等を行う。 

なお，本部事務局，循環器・呼吸器病センター，精神医療センター，がんセンター 

それぞれにおいて当該病院の産業医を実施者とし，面接指導は当該産業医が実施する 

ものとする。 

 

５ 対象者 

事業所名 本部事務局 

宮城県立循

環器・呼吸器

病センター 

宮城県立精神

医療センター 

宮城県立 

がんセンター 
合計 

対象人数 ２０人 １１６人 ２３８人 ５８５人 ９５９人 

※対象者リストは別途提示する。なお，対象者数は変動する可能性がある。 

※受検者人数分を請求すること。 

 

 

 

 

 



 

６ 実施日程 

時期 実施内容 

契約締結後 ・対象者名簿等提供 

・ストレスチェック調査実施前のスケジュール

の確認，調査票の作成等委託業務全てについて

十分な打合せを行う。 

８月下旬（調査開始）～ 

９月上旬（調査終了） 

・ストレスチェック実施及び調査票の回収 

１０月上旬 ・本人への結果通知 

・高ストレス者の抽出及び面接指導受診勧奨 

・集団分析データ納品 

 

７ 実施方法 

（１） 調査票等の作成・納品・回収 

ア 調査票は，「職業性ストレス簡易調査票（５７項目版）」を基本とし， 

受託者が作成すること。 

 

イ 本機構からは，以下のものを契約締結後に提供する。 

①ストレスチェック対象者のデータ 

②その他，協議により提供が必要となる書類 

 

ウ 納品物は以下のとおりとする。 

【個人宛封筒封入書類】 

① 調査票 

※所属名，職員番号，氏名をあらかじめ印字する。 

② 個人宛ストレスチェック実施案内 

③ ①及び②を，個人宛窓開き封筒（のり付き）に，①の所属名，職員 

番号，氏名が見える状態にして封入する。（封筒は，受検後の提出用 

として利用するため，納品時は封緘しない。中身が透けないものとす 

る。） 

④ 所属ごとにまとめ，それぞれ履行場所に納品する。 

 

     エ 回答済調査票は，実施期間終了後に概ね１週間以内に履行場所から，受 

託者が直接回収する。 

    



 

（２） ストレスチェックの実施期間 

ストレスチェックの実施期間（回答期間）は概ね２週間とする。 

 

（３） ストレスチェック個人結果通知 

ア 個人結果分析は，「職業性ストレスチェック簡易調査票を用いたストレ 

スの現状把握のためのマニュアル」（平成２７年５月 厚生労働省労働基 

準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。）（以下「マニュアル」とい 

う。）に示されている標準化得点を用いて，個人結果の評価作業を速やか 

に行い，個人宛に結果通知を行う。 

       結果通知様式は，その内容や体裁について，基本的な項目を列記する 

に留まらず，職員が理解しやすいような体裁にするとともに，セルフケア 

の手助けとなるように受託者で工夫を凝らしたものとする。 

 

イ 納品物は以下のとおりとする。 

【個人宛封筒封入書類】 

① 個人結果通知書 

※所属名，職員番号，氏名を印字する。 

② 機構が用意する結果提供に関する同意書 

③ ①及び②を個人宛窓開き封筒に，所属名，職員番号，氏名が見える 

状態にして封入，封緘する。（封筒は，中身が透けないものとする。） 

④ 調査票を回収した日から遅くとも３週間後までに履行場所に納品 

すること。 

  

【本部事務局保管用結果データ】 

① 受検者結果データ（電子データ） 

  ※全職員分データをＣＤ－Ｒ等にて，提出すること。 

※加工分析できるデータとすること。 

 

（４） 面接指導対象者の選定・受診勧奨 

マニュアルに示されている「評価基準の例（その１）」に基づき，高ストレ 

スと評価され，面接指導の対象となった者に対し医師による面接指導を受ける 

よう勧奨し，併せて，相談窓口等の案内を必要に応じて行う。 

面接指導の対象者には，個人結果通知に，以下の書類を追加封入する。 

【個人宛封筒封入書類】 

① 面接指導の受診勧奨案内文 



※①の様式や内容等詳細については，事前打合せの段階で本機構と十分協議

し，決定する。 

 

（５） 集団分析結果の作成・納品 

集団分析は，マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて，集 

団結果の集計・分析作業を速やかに行い，結果報告を行う。 

結果報告様式は，その内容や体裁については，基本的な項目を列記するに留 

まらず，理解・活用しやすいような体裁にするとともに，職場環境改善の手助

けとなるように受託者で工夫を凝らしたものとする。  

 

    ア 分析単位は以下のとおりとする。 

事業所名 本部事務局 

宮城県立循

環器・呼吸器

病センター 

宮城県立精神

医療センター 

宮城県立 

がんセンター 
合計 

集団分析 

予定件数 
１件 ３件 ９件 ２０件 ３３件 

    ※本機構から分析単位一覧を提供する。 

※件数は変動する可能性がある。 

※分析件数を請求すること。 

※分析人数が１０未満となった場合は，集団分析を行わないこととする。 

 

イ 納品物は以下のとおりとする。 

① 分析結果報告書（紙媒体及び電子データ）・・・２部作成 

※１部を履行場所に納品するとともに，１部を本部事務局に納品すること。 

 ※履行場所に納品する際は，その他履行場所のデータを含まないこととする

こと。 

 

８ 業務完了報告書の提出 

受注者は，業務完了後速やかに，履行場所に業務完了報告書を提出し，それぞれ履 

行確認を受けること。 

 

９ 請求書の宛先 

   請求書について，本部事務局職員分は「本部事務局長あて（総務課扱い）」，宮城県

立循環器・呼吸器病センター分は「宮城県立循環器・呼吸器病センター院長あて（企

画総務課扱い），宮城県立精神医療センター職員分は「宮城県立精神医療センター院

長あて（企画総務課扱い）」，宮城県立がんセンター職員分は「宮城県立がんセンター



総長あて（企画総務課扱い）」として提出すること。 

 

１０ 支払い方法 

全業務が終了し検査合格後，請求日より起算して３０日以内に支払う。 

 

１１ 個人情報の保護 

本業務に関する全てのデータ及び記録について業務完了後５年間保存し，保存経過

後は，本機構から指示がある場合を除き，速やかに破棄すること。 

労働安全衛生法第１０４条に基づく守秘義務及び別紙「個人情報取扱特記事項」を

遵守すること。 

 

１２ その他 

（１）本業務の実施に当たっては，厚生労働省の作成した「労働安全衛生法に基づく 

ストレスチェック制度実施マニュアル」を参照すること。 

（２）職員よりストレスチェックに関する情報の開示，訂正，追加，削除の申出及び 

情報の取扱いに関する苦情があった場合は本機構の指示に従い対応すること。 

（３）消耗品，梱包，回収，発送及び返送に伴う経費は本業務に含む。 

（４）この仕様書に定めのない事項については，双方協議のうえ定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約に係る業務（以下単に「業務」とい

う。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正に行

わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了

し，又はこの契約を解除された後においても，同様とする。 

（収集の制限） 

第３ 受注者は，業務を行うために個人情報を収集するときは，業務を達成するために必要な範囲

内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 受注者は，発注者の支持がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以

外のために利用し，又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい，き損及び滅失の防止等） 

第５ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，き損及び滅失の防止その他の個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（従事者への周知等） 

第６ 受注者は，業務に従事している者に対して，在職中及び在職後においても当該契約による事

務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと

の周知徹底を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（資料の返還等） 

第７ 受注者は，業務を処理するために，発注者から引き渡された，又は受注者自らが収集し，若

しくは作成した個人情報が記録された資料は，業務完了後直ちに発注者に返還し，又は引き渡すも

のとする。ただし，発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 受注者は，業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発

注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第９ 受注者は，業務を処理するため，又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運

搬するときは，個人情報の漏えい，紛失又は滅失等を防止するため，受注者の責任において，確実

な方法により運搬しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第 10 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし，発注者が書面により

承諾した場合を除き，第三者にその取扱いを委託してはならない。 

（実施調査） 

第 11 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用，管理状況等について，随時実施

調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第 12 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため，受注者に

対して必要な指示を行い，又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第 13 受注者は，個人情報の適切な管理を確保するため，業務に関して取り扱う個人情報の取扱要

領等を作成し，発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 14 受注者は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知ったときは，

速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従うものとする。 


